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法
と
主
体
の
可
能
性

―
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
体
像
を
手
が
か
り
に
（
一
）
―
―

若

林

翼

は
じ
め
に

第
一
章

性
別
を
越
え
た
個
人
―
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
―
形
式
的
平
等
の
達
成

（
二
）
私
的
領
域
に
お
け
る
正
義
の
貫
徹
―
個
人
の
自
由
な
選
択

（
三
）
自
律
を
尊
重
す
る
法

第
二
章

身
に
染
み
つ
い
た
女
性
性
―
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
女
性

（
二
）
公
私
二
元
論
批
判
再
考

（
三
）
構
造
的
差
別
と
の
闘
い
―
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
法

第
三
章

パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
主
体
の
不
在

（
以
上
本
号
）

（
二
）
法
規
制
の
回
避
と
反
復
と
い
う
戦
略
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は

じ

め

に

近
代
市
民
革
命
以
来
、
権
利
の
担
い
手
で
あ
る
「
人
間
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
広
げ
ら
れ
、
今
や
す
べ
て
の
人
間
は
そ
の
人
種
や

性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
自
由
と
権
利
が
法
の
も
と
で
平
等
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

リ
ベ
ラ
ル
な
法
の
も
と
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
自
由
に
自
己
の
才
能
を
伸
ば
し
、
幸
福
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
日
本
に
お
い
て
、
結
婚
や
出
産
を
契
機
に
仕
事
を
辞
め
、
家
事
に
専
念
す
る
の
は
男
性
で
は
な
く
女
性
で
あ
り
、
ま
た
夫
婦
共
働

き
で
あ
っ
て
も
、
育
児
休
業
を
取
得
す
る
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
都
市
の
中
心
部
に

は
黒
人
が
集
ま
り
、
郊
外
に
は
白
人
が
集
ま
っ
て
住
む
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
も
し
も
こ
の
よ
う
な
家
庭
で
の
役
割
分
担
や
職

業
選
択
、
居
住
地
域
の
選
択
が
人
び
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
「
自
発
的
に
」
な
さ
れ
、
そ
れ
が
男
女
の
賃
金
格
差
や
人
種
に
よ
る
教
育

の
格
差
な
ど
社
会
的
な
差
別
構
造
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
は
リ
ベ
ラ
ル
な
法
が
保
障
し
た
「
自
由
」
を
人
々
が
行
使
し
た
結
果
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
法
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
、

差
別
構
造
が
温
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
（
１
）

か
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
法
シ
ス
テ
ム
の
何
が

社
会
的
な
差
別
構
造
を
温
存
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
リ
ベ
ラ
ル
な
法
シ
ス
テ
ム
自
身
の
中
に
差
別
構
造
を
維
持
す
る
要

素
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
変
容
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
差
別
構
造
を
解
体
す
る
た
め
に
法
の
役
割
を
ど
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）
二
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
示
唆

第
四
章

主
体
の
再
構
成
と
法
の
可
能
性

お
わ
り
に

論 説
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こ
れ
ら
の
問
い
を
解
く
一
つ
の
鍵
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
法
が
基
礎
と
す
る
主
体
概
念
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
リ
ベ
ラ

ル
な
法
と
法
理
論
を
批
判
し
て
き
た
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
体
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問

い
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
三
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張
は
互
い
に
重
な
り
合
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ

ラ
ル
な
法
シ
ス
テ
ム
を
批
判
す
る
と
共
に
、
互
い
の
立
場
に
対
し
て
も
批
判
を
展
開
し
て
き
た
。
こ
の
三
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
る

主
体
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
が
根
源
的
に
有
す
る
権
力
と
ま
た
法
を
使
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
自
身
が
陥
っ
て
し
ま
う
社
会

に
お
け
る
権
力
構
造
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
―
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
こ
の
三
つ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
体
概
念
と
性
差
別
と
闘
う
た
め
の
戦
略
を
法
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て

論
じ
る
。
第
一
章
で
は
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
第
二
章
で
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
そ
し
て
第
三
章
で
は
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
検
討
を
加
え
る
。
こ
の
過
程
で
、
主
体
は
も
は
や
行
為
の
前
に
あ
る
自
律
的
主
体
で
は
な
く
、
そ
の
欲
望
で

さ
え
構
築
さ
れ
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
反
復
す
る
主
体
と
し
て
描
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
最
終
章
で
は
、

意
図
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
差
別
的
構
造
を
日
々
生
み
出
し
、
強
化
し
て
い
る
我
々
が
こ
の
構
造
を
変
え
る
契
機
は
あ
る
の
か
、

ま
た
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
は
こ
の
契
機
と
共
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
解
体
に
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

第
一
章

性
別
を
超
え
た
個
人
―
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
―
形
式
的
平
等
の
達
成

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
女
性
に
よ
る
近
代
自
由
主
義
理
念
の
実
現
を
課
題
と
し
た
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
し
て
生
ま
れ（
２
）

た
。
一
九

六
〇
年
代
半
ば
か
ら
始
ま
る
現
在
の
様
々
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
第
二
派
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
の
と
対
照
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

法と主体の可能性
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（
一
七
八
九
年
）
の
思
想
的
変
動
に
由
来
し
、
二
〇
世
紀
の
初
頭
ま
で
続
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
啓
蒙
思
想
を
そ
の
理
論
的
支
柱
と
し
、
女
性
は
男
性
と
同
様
理
性
を
有
す
る
存
在
と
し
て
自
然
で
不

可
譲
の
権
利
を
有
す
る
と
主
張
し
、
参
政
権
や
財
産
権
、
女
子
高
等
教
育
を
求
め
る
運
動
と
し
て
発
展
し
た
。

特
に
当
時
の
参
政
権
獲
得
運
動
を
理
論
的
に
支
え
た
の
が
ジ
ョ
ン
・
Ｓ
・
ミ
ル
で
あ
る
。
ミ
ル
は
『
女
性
の
隷（
３
）

従
』
に
お
い
て
、
当

時
の
両
性
の
関
係
を
規
制
す
る
原
理
、
つ
ま
り
女
性
の
男
性
へ
の
法
的
従
属
は
そ
れ
自
体
誤
り
で
あ
り
、
両
性
の
完
全
な
平
等
の
原
理

に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ミ
ル
は
男
性
に
よ
る
女
性
の
抑
圧
が
、
男
女
が
平
等
に
生
き
る
と
い
う
こ

と
に
耐
え
ら
れ
な
い
男
性
の
利
己
的
な
感
情
と
そ
の
男
性
に
対
し
て
権
力
を
与
え
て
い
る
法
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
指
摘
す
る
。
例
え
ば
婚
姻
法
が
妻
を
無
権
利
・
無
能
力
状
態
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
は
意
の
ま
ま
に
振
舞
う
こ
と
が
で

き
、
家
庭
の
外
で
は
許
さ
れ
な
い
暴
力
を
夫
は
妻
に
対
し
て
ふ
る
っ
て
い
て
も
、
法
的
な
介
入
は
、
努
力
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
実
際

上
不
可
能
に
近
い
。

こ
の
よ
う
な
男
性
に
対
す
る
女
性
の
従
属
に
つ
い
て
、
ミ
ル
は
近
代
社
会
の
制
度
的
理
念
を
持
ち
出
す
。
つ
ま
り
、「
人
は
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
一
定
の
身
分
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
な
い
こ
と
、
そ
の
身
分
に
、
容
赦
な
く
し
ば
り
つ
け
ら
れ
て
動
け
な
い
と
い
う
こ

と
は
な
い
こ
と
、
自
由
に
そ
の
能
力
を
用
い
て
、
目
の
前
の
好
機
を
と
ら
え
、
も
っ
と
も
望
ま
し
く
思
う
運
命
を
た
め
し
て
よ
い
こ

（
４
）

と
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
女
性
が
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
何
が
男
女
の
本
性
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
何
人
も
、
女
性
自
身
で
す
ら
わ
か
ら
な
い
。
よ
っ
て
女
性
が
ど
の
職
業
に
適
し
ど
の
職
業
に
適
さ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
決
め
る
だ
け
の
知
識
を
持
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
ひ
と
え
に
女
性
自
身
に
か
か
っ
て
お
り
、
で
き
る
か
で
き
な
い
か
は

そ
の
人
に
や
ら
せ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
女
性
が
他
の
こ
と
よ
り
も
あ
る
こ
と
を
好
む
傾
向
が
あ
る
場
合
に
も
、
法

律
や
社
会
教
育
を
も
っ
て
大
多
数
の
女
性
を
そ
う
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
適
し
て
い
る
か
適
し
て
い
な
い
か
は
男
性
も
含
め
た
自
由
競

論 説
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争
の
中
で
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
は
最
も
適
し
た
と
こ
ろ
に
必
要
と
さ
れ
、
両
性
の

結
合
し
た
能
力
が
、
全
体
か
ら
見
て
非
常
に
大
き
な
価
値
あ
る
結
果
を
伴
っ
て
使
用
さ
れ
得
る
の
で
あ（
５
）

る
。

以
上
の
よ
う
な
ミ
ル
の
主
張
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
個
人
と
し
て
の
女
性
が
自
己
の
選
択
に
よ
っ
て
自
由
に
そ
の
能
力
を
発
揮
で
き

な
く
て
は
な
ら
ず
、
国
家
や
法
は
そ
の
こ
と
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
的
な
不
平
等
と
女
性
に
対
す
る
社
会

的
な
期
待
や
教
育
に
よ
っ
て
女
性
の
本
性
は
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
取
り
除
い
て
、
女
性
が
自
由
に
職
業
を
選
択
し
、
男
性
と

の
競
争
に
参
加
し
、
自
ら
の
才
能
を
開
花
さ
せ
る
こ
と
が
正
義
に
適
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
共
有
し
た
第
一
波
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
多
く
の
「
先
進
諸
国
」
に
お
い
て
、
女
性
の
参
政
権
や
財
産
権
獲
得
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
法
的
平
等
を
達
成
し
た

の
で
あ
る
。

（
二
）
私
的
領
域
に
お
け
る
正
義
の
貫
徹
―
個
人
の
自
由
な
選
択

家
庭
と
い
う
私
的
領
域
と
対
比
さ
れ
る
国
家
や
社
会
と
い
っ
た
公
的
領（
６
）

域
に
お
い
て
女
性
の
法
的
平
等
を
獲
得
し
た
第
一
波
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
出
現
し
た
第
二
派
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
端
緒
と
な
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に

よ
っ
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な（
７
）

る
。「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
で
あ
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
私
的
領
域
で
の
男
性
に
よ
る
女
性
支
配
、
特
に
そ
れ
ま

で
最
も
個
人
的
な
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
性
的
な
場
に
お
け
る
男
女
の
権
力
関
係
を
、
政
治
的
な
も
の
と
し
て
問
題
化
し
た
。
こ

の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
論
前
提
で
あ
る
公
私
二
元
論
を
受

け
入
れ
、
私
的
領
域
に
お
け
る
女
性
の
抑
圧
を
見
過
ご
し
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
、
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
私
的
領
域
に
お
け
る
女
性
抑
圧
に
目
を
向
け
、
家
庭
内
で
の
正
義
の
貫

徹
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
ス
ー
ザ
ン
・
モ
ラ
ー
・
オ
ー
キ
ン
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正

法と主体の可能性
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義（
８
）

論
』
を
他
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
と
共
に
性
差
別
的
伝
統
に
盲
目
で
あ
る
と
し
て
批
判
し（
９
）

た
。
特
に
ロ
ー
ル
ズ
が
正
義
の

二
原
理
を
導
き
出
す
た
め
の
理
論
装
置
で
あ
る
原
初
状
態
に
お
い
て
当
事
者
た
ち
を
家
族
の
長
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
家
長
は

男
性
と
は
限
ら
な
い
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
で
は
女
性
が
家
長
で
あ
る
家
族
は
特
にfem

ale-h
eaded

h
ou

seh
old

と
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
家
長
は
男
性
と
想
定
さ
れ
て
い
る
と
分
析
す
る
。
原
初
状
態
の
当
事
者
を
個
人
と
せ
ず
男
性
家
長
と
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
よ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
は
家
族
を
正
義
に
か
な
っ
た
も
の
と
前
提
し
、
家
族
内
の
正
義
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
て
い
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
オ
ー
キ
ン
は
、
家
族
は
男
女
間
の
権
力
格
差
の
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
領
域
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
特
に
結
婚
し
て
い
る
女
性
が
職
業
選
択
の
自
由
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

正
義
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
強
化
さ
れ
た
家
庭
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
男
性
支
配
を
問
題
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

し
か
し
オ
ー
キ
ン
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
批
判
に
と
っ
て
の
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
の
潜
在
力
を
高
く
評
価
す
る
。
原
初
状
態
と
い
う
理

論
装
置
は
、
我
々
に
そ
れ
ま
で
の
伝
統
、
慣
習
、
制
度
を
あ
ら
ゆ
る
視
点
か
ら
見
る
こ
と
を
余
儀
な
く
し
、
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
も
す
べ
て
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
正
義
の
原
理
を
確
実
な
も
の
に
す
る
か
ら
で
あ（
１０
）

る
。
こ
の

よ
う
な
原
初
状
態
の
潜
在
力
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
批
判
の
道
具
と
す
る
た
め
に
、
オ
ー
キ
ン
は
性
別
を
無
知
の
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
る
情
報
と
し
て
強
調
す（
１１
）

る
。
た
だ
し
、
性
別
が
全
く
偶
然
的
で
道
徳
的
に
イ
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
否
定

す
る
。
社
会
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
限
り
、「
人
間
社
会
に
関
す
る
一
般
的
な
事（
１２
）

実
」
の
中
に
、
女
性
が
こ
れ

ま
で
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
不
利
な
立
場
に
あ
る
と
い
う
知
識
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
初
状
態
の
当
事
者
た
ち
は
女
性

の
視
点
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
オ
ー
キ
ン
の
議
論
に
従
え
ば
、
原
初
状
態
の
当
事
者
た
ち
は
自
ら
が

女
性
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
正
義
の
原
理
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
社
会
に
男
女
の
不
平
等
が
あ
る
限
り
、
そ
の
よ

論 説
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う
な
正
義
の
原
理
に
基
づ
く
法
は
両
性
に
関
す
る
形
式
的
平
等
以
上
の
も
の
を
含
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ（
１３
）

る
。

以
上
の
よ
う
な
正
義
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
社
会
と
は
、
男
女
が
有
償
労
働
と
無
償
労
働
を
同
等
に
担
い
、
家
庭
の
内
外
で
ジ
ェ
ン

ダ
ー
が
、
役
割
や
地
位
に
関
す
る
正
当
な
区
分
と
な
ら
な
い
社
会
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
の
な
い
家
庭
で
育
て
ら
れ

た
子
供
だ
け
が
、
心
理
的
・
道
徳
的
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
。
男
女
が
家
庭
で
の
役
割
を
平
等
に
担
い
、
ま
た
社
会
や
政
治
に

平
等
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
性
が
よ
り
完
全
な
「
人
間
と
し
て
の
人
格(h

u
m

an
person

ality)

（
１４
）

」
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
性
別
役
割
の
な
い
社
会
に
お
い
て
の
み
、
真
の
意
味
で
の
選
択
が
可
能
に
な
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を

超
え
た
人
間
主
義
的
な
正
義
が
オ
ー
キ
ン
が
提
示
す
る
正
義
の
理
論
で
あ
る
。

ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
洗
礼
を
受
け
た
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
オ
ー
キ
ン
の
議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
的

領
域
に
お
け
る
平
等
な
法
的
権
利
の
実
現
だ
け
で
な
く
、
女
性
抑
圧
の
原
因
が
私
的
領
域
に
お
け
る
男
女
の
権
力
格
差
に
あ
る
と
分
析

し
、
家
庭
に
お
け
る
正
義
の
実
現
が
緊
急
課
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
公
私
二
元
論
を
批
判

す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
公
私
の
境
界
線
を
全
く
な
く
し
、
個
人
的
な
こ
と
を
全
面
的
に
政
治
的
な
こ
と
に
し
て

し
ま
う
こ
と
に
は
強
い
警
戒
心
を
抱
い
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
概
念
と
政
府
の
介
入
が
制
約
さ
れ

る
個
人
的
な
領
域
が
女
性
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
認
識
は
様
々
な
立
場
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ

て
共
有
さ
れ
て
い（
１５
）

る
。
た
だ
し
こ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
家
族
・
家
庭
全
体
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
個
人
を
単
位
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ（
１６
）

る
。

こ
こ
で
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
想
定
す
る
女
性
像
、
人
間
像
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
女
性

が
社
会
的
に
女
性
の
役
割
と
さ
れ
る
も
の
を
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
女
性
自
身
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
プ
ロ
セ
ス
の
循
環
構

造
の
中
で
「
合
理
的
な
選
択
」
と
し
て
「
女
性
的
な
役
割
」
を
選
ん
で
い
る
こ
と
を
的
確
に
捉
え
て
い（
１７
）

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
次

法と主体の可能性
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章
で
見
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
染
め
ら
れ
た
女
性
の
自
己
決
定
そ
の
も

の
を
、
あ
る
い
は
自
己
決
定
を
行
う
主
体
と
し
て
の
地
位
を
疑
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
女
性
は
女
性
で
あ
る
前

に
ま
ず
「
人
間
」
で
あ
り
、
自
律
的
な
存
在
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
来
の
意
味
で
の
女
性
の
自
律
と

選
択
を
可
能
に
す
る
に
は
、
女
性
が
統
一
体
と
し
て
の
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
女
性
が
集
団
と

し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を
担
う
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ル
が
目
指
し
た
女
性
の
才
能
の
自
由
な
開
花
と
い
う
理
想
が

こ
こ
に
息
づ
い
て
い
る
。
女
性
は
「
選
択
者(ch

ooser)

」
と
し
て
同
等
の
価
値
あ
る
人
間
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ（
１８
）

る
。

（
三
）
自
律
を
尊
重
す
る
法

公
的
領
域
に
お
い
て
も
私
的
領
域
に
お
い
て
も
女
性
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
択
す
る
個
人
と
し
て
平
等
に
扱
わ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
想
定
す
る
法
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

は
前
述
し
た
よ
う
に
、
女
性
に
対
す
る
偏
見
を
取
り
除
き
、
法
的
な
平
等
を
達
成
し
て
き
た
。
女
性
の
参
政
権
の
獲
得
、
婚
姻
法
・
財

産
法
の
改
正
、
高
等
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
職
業
選
択
の
自
由
な
ど
は
今
日
ま
で
に
多
く
の
「
先
進
諸
国
」
に
お
い
て
法
的
に
実
現
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
形
式
的
平
等
の
実
現
は
何
も
過
去
の
古
い
話
で
は
な
い
。
日
本
に
お
い
て
、
企
業
に
お
け
る
女
性
の

結
婚
退
職
制
や
男
女
の
定
年
年
齢
差
が
、
性
別
の
み
に
よ
る
不
合
理
な
差
別
と
し
て
判
断
さ
れ
て
か
ら
ま
だ
半
世
紀
に
も
満
た
な
い

（
１９
）

し
、
ま
た
賃
金
や
昇
進
に
お
け
る
男
女
格
差
も
依
然
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

私
的
領
域
に
お
け
る
正
義
の
実
現
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
キ
ン
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
両
性
に
対
す
る
平
等
な
子
育
て
の
枠
組
み

を
作
る
よ
う
な
政
策
、
例
え
ば
質
の
よ
い
デ
イ
・
ケ
ア
の
提
供
や
企
業
が
出
産
後
の
育
児
休
業
を
男
女
共
に
整
備
す
る
こ
と
が
、
両
性

が
育
児
を
分
担
す
る
こ
と
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
婚
姻
中
は
、
企
業
が
賃
金
を
、
被
雇
用
者
と
家
庭
で
無
償
労
働
を
引

論 説
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き
受
け
て
い
る
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
し
て
平
等
に
分
け
て
支
払
い
、
離
婚
に
関
し
て
は
、
し
ば
し
ば
子
供
を
引
き
取
る
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
が
経
済
的
に
困
窮
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
離
婚
後
の
男
性
の
生
活
と
女
性
の
生
活
が
同
じ
に
な
る
よ
う
に
、
扶
養
料
と
養
育
費
の

支
払
い
を
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い（
２０
）

る
。

家
族
関
係
へ
の
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
野
崎
綾
子
が
、
マ
ー
サ
・
ミ
ノ
ウ
と
メ
ア
リ
ー
・
リ
ン
ド
ン
・
シ
ャ
ン
リ
ー
が
類
型

化
し
た
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー（
２１
）

チ
の
中
か
ら
主
に
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
と
契
約
ア
プ
ロ
ー
チ
に
検
討
を
加
え
て
い（
２２
）

る
。
公
私
の
境
界
線
を
個
人

単
位
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
い
し
「
親
密
な
人
的
結
合
の
自
由
」
に
置
く
こ
と
を
主
張
す
る
野
崎
は
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
を
否
定
し
、
契
約

ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
個
人
の
自
由
・
権
利
を
家
族
関
係
の
法
的
把
握
の
基
礎
と

し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い（
２３
）

る
。

第
二
章

身
に
染
み
つ
い
た
女
性
性
―
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
女
性

ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
比
較
す
る
形
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
体
像
を
説
明
し
て
い
る
。
彼
女
は
ミ
ル
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
人
間
像
の
特
徴
を
、

人
間
を
集
団
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
捉
え
る
個
人
主
義(in

dividu
alism

)

、
自
然
は
固
定
さ
れ
て
い
て
、
究
極
的
に
は
知
る
こ
と
が

で
き
る
現
実
で
あ
る
と
す
る
自
然
主
義(n

atu
ralism

)

、
社
会
生
活
は
自
律
的
で
意
志
的
な
行
為
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
国
家
や
社

会
に
よ
る
制
約
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
主
意
主
義(volu

n
tarism

)

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
個
人
は
必
然
的
に
社
会
的
に
構
成
さ
れ
る
と
し
て
個
人
主
義
の
立
場
を
と
ら
ず
、
自
然
主
義
に
対
し
て
は
、
両
性
の

条
件
や
集
団
と
し
て
の
女
性
の
定
義
は
生
物
学
的
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
身
体
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
至
る
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
す

法と主体の可能性
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る
。
そ
し
て
主
意
主
義
に
対
し
て
は
、
記
述
的
に
も
規
範
的
に
も
、
社
会
行
為
の
モ
デ
ル
を
自
由
に
行
為
す
る
個
人
の
総
計
と
し
て
み

る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
見
方
に
代
え
て
、
よ
り
複
雑
な
政
治
的
決
定
主
義
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
女
性
と
女
性
の
行
為
は
、
彼
女
た

ち
が
作
り
上
げ
た
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
状
況
に
対
す
る
複
雑
な
応
答
な
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
文
脈
化

さ
れ
、
そ
し
て
状
況
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ（
２４
）

る
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
は
社
会
を
「
フ
ァ
ッ
ク
す
る
者
」
�
男
性
、「
フ
ァ
ッ
ク
さ
れ
る
者
」
�
女
性
と
し
て
二
分
割
す（
２５
）

る
。
換
言
す
れ
ば
、

男
性
の
性
が
客
体
で
あ
る
女
性
に
押
し
付
け
ら
れ
る
と
い
う
構
図
で
あ
り
、
こ
こ
に
支
配
と
従
属
の
関
係
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
性
的

差
異
と
さ
れ
る
も
の
は
、
男
性
に
よ
る
女
性
の
客
体
化
の
結
果
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
女
性
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
還
元
さ
れ
、

男
性
に
と
っ
て
の
性
的
存
在
と
し
て
従
属
さ
せ
ら
れ
る
。
差
異
は
男
性
の
権
力
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
、
女
性
の
従
属
の
理
由
と
な（
２６
）

る
。

女
性
は
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
作
り
出
さ（
２７
）

れ
、
そ
し
て
こ
の
男
性
の
視
点
は
、
客
観
性
・
中
立
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
法
に
反
映
さ

れ
、
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ（
２８
）

る
。
よ
っ
て
、
現
在
家
父
長
制
の
も
と
、
女
性
が
望
む
も
の
、
女
性
ら
し
く
あ
る
こ
と
は
男
性
に
よ
っ

て
押
し
付
け
ら
れ
た
視
点
を
女
性
が
内
面
化
し
、
そ
れ
を
価
値
づ
け
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
性
差
を
認
め
る
こ
と
は
、
無
力

さ(pow
erlessn

ess)

を
女
性
の
属
性
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
に
な（
２９
）

る
。
こ
の
よ
う
な
男
性
に
よ
る
女
性
支
配
の
構
造
に
立
ち
向
か
う

た
め
に
ま
ず
す
べ
き
こ
と
は
、
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
・
レ
イ
ジ
ン
グ(con

sciou
sn

ess
raisin

g)

な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
、
女
性
は
、

最
も
私
的
な
関
係
に
お
い
て
社
会
全
体
に
蔓
延
し
て
い
る
支
配
と
従
属
の
構
造
を
再
生
産
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ（
３０
）

る
。

し
た
が
っ
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
女
性
に
対
す
る
不
合
理
な(irration

al)

な
介
入
や
抑
圧
の
是
正
を
目
標
と
す
る
の
に

対
し
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
今
現
在
合
理
的
で
あ
る(ration

al)

と
考
え
ら
れ
て
い
る
慣
行
や
性
差
の
取
り
扱
い
を
問
題

と
す
る
の
で
あ
る
。

リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
女
性
を
個
人
か
ら
な
る
集
団
と
し
て
見
る
の
に
対
し
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
一
人
一
人
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の
女
性
に
す
べ
て
の
女
性
を
見
る
。
女
性
は
社
会
に
お
い
て
現
在
あ
る
よ
う
な
女
性
に
作
ら
れ
、
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
切
り
離
す
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
女
性
は
「
自
由
に
」
選
択
が
で
き
る
個
人
で
は
な
い
。「
自
由
」
自
体
の
意
味
が
社
会
の
男
性
至
上
主
義

的
な
伝
統
の
枠
内
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
が
女
性
に
対
し
て
あ
る
役
割
を
期
待
し
、
そ
し
て
女
性
自
身
も
そ
う
す
る
こ

と
を
「
自
由
に
」「
自
発
的
に
」、
あ
る
い
は
当
然
の
も
の
と
し
て
望
む
と
き
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
一
体
何
が
で
き
る
と
い
う
の
か
。
こ

の
こ
と
が
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
理
論
の
根
底
に
あ
る
こ
と
で
あ（
３１
）

る
。

（
二
）
公
私
二
元
論
批
判
再
考

「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
性
差
別
の
根
源

が
私
的
領
域
に
お
け
る
男
性
に
よ
る
女
性
の
抑
圧
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
家
族
と
い
う
私
的
領
域
と
国
家
や
社
会
と
い
っ

た
公
的
領
域
を
分
離
し
、
国
家
は
私
的
領
域
に
介
入
し
な
い
と
い
う
立
場
は
、
私
的
領
域
に
お
け
る
既
存
の
権
力
関
係
と
財
の
配
分
を

維
持
す
る
の
み
で
あ（
３２
）

る
。

ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
特
に
親
密
な
関
係
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
問
題
化
し
て
き（
３３
）

た
。
例
え
ば
こ
れ
ま
で
「
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
」「
個
人
の
恋
愛
や
性
愛
の
領
域
」
と
さ
れ
、
被
害
者
救
済
や
加
害
者
へ
の
処
罰
な
ど
、
政
府
の
介
入
が
な
さ
れ

な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
き
た
家
庭
に
お
け
る
女
性
へ
の
暴
力
は
、
現
在
で
は
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
と
し
て

認
識
さ
れ
、
政
府
の
不
介
入
は
政
府
自
体
の
女
性
に
対
す
る
人
権
侵
害
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い（
３４
）

る
。
こ
れ
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
全
米
各
地
に
お
け
る
シ
ェ
ル
タ
ー
や
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
な
ど
の
設
立
と
並
行
し
て
、
警
察
に
よ
る
対
応
の
改
善
や
法
改

正
を
求
め
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ（
３５
）

る
。
彼
女
た
ち
は
法
理
論
の
中
で
、
心
理
学
的
な
見
地
か
ら
も
虐
待
さ
れ
た
女
性
の
実
態
を

描
き
出
し
、
法
が
い
か
に
女
性
を
私
的
領
域
に
お
け
る
暴
力
の
中
に
見
放
し
て
き
た
か
、
そ
し
て
法
が
い
か
に
バ
イ
ア
ス
を
も
っ
て
Ｄ

Ｖ
に
対
処
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
き（
３６
）

た
。

法と主体の可能性
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Ｄ
Ｖ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
政
府
の
介
入
が
避
け
ら
れ
て
き
た
私
的
領
域
に
対
し
て
、
女
性
の
権
利
保
護
の
た
め
、
積
極
的
な
公
的
介

入
の
必
要
性
を
主
張
す
る
と
い
う
の
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
公
私
二
元
論
批
判
は
こ
の
よ

う
な
私
的
領
域
へ
の
公
的
介
入
と
い
う
あ
る
意
味
単
純
な
批
判
に
留
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
レ
イ
プ
に
つ
い
て
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
興
味
深
い

議
論
を
展
開
し
て
い（
３７
）

る
。
レ
イ
プ
は
刑
法
に
お
い
て
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
性
犯
罪
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
す
で
に
国
家
が
介
入
し
て

い
る
親
密
な
領
域
で
あ
る
。

刑
法
に
お
い
て
あ
る
行
為
が
レ
イ
プ
と
し
て
法
的
に
認
め
ら
れ
る
に
は
、
セ
ッ
ク
ス
の
際
に
女
性
の
同
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問

題
と
な
る
。
通
常
の
セ
ッ
ク
ス
は
男
性
と
女
性
の
自
由
な
性
的
選
択
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
同
意
が
あ
れ
ば
た
と
え
そ
れ
が
力
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
よ
う
と
レ
イ
プ
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
こ
の
同
意
の
中
身
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
。
社
会
的
に
受
身
な
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
る
女
性
は
、

本
当
は
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
く
な
く
て
も
暴
力
を
受
け
る
ぐ
ら
い
な
ら
黙
従
す
る
方
が
よ
く
、
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
が
な
い
と
考
え
て
い

（
３８
）

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
同
意
」
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
蔓
延
し
て
い
る
世
界
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
公
的
領
域
に
お
い
て
表
現
の
自
由
と
し
て
、
私
的
領
域
に
お
い
て
所
持
・
閲
覧
の
対
象
と
し
て

許
さ
れ
て
い
る
世
界
に
お
い
て
は
、
男
性
は
私
的
領
域
に
お
い
て
女
性
を
モ
ノ
と
し
て
扱
い
、
女
性
の
ノ
ー
は
イ
エ
ス
と
し
て
意
味
さ

れ
る
の
で
あ（
３９
）

る
。
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
な
男
性
至
上
主
義
の
機
制
に
お
い
て
、
男
性
支
配
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
暴
力
と
い
う
要
素
に

よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い（
４０
）

る
。
セ
ッ
ク
ス
の
不
可
分
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
暴
力
を
前
に
し
た
と
き
、
よ
り
大
き
な
暴
力
を
防
ぐ
た
め
、

あ
る
い
は
死
を
免
れ
る
た
め
に
女
性
は
抵
抗
し
な（
４１
）

い
。
ま
た
、
女
性
の
中
に
さ
え
こ
の
よ
う
な
支
配
と
従
属
を
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の

と
感
じ
る
者
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
実
際
に
ど
の
よ
う
な
意
味
で
の
同
意
が
あ
ろ
う
と
、
法
的
な
意
味
で
の
同
意
の
有
無
は
、
被
害
女
性
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
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り
、
ま
た
加
害
男
性
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
例
え
ば
未
成
年
の
少
女
た
ち
は
、
彼
女
た
ち
が
何
を
言
お

う
と
同
意
で
き
ず
、
セ
ッ
ク
ス
は
強
制
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
妻
や
売
春
婦
は
常
に
同
意
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
彼
女
た
ち
を
レ
イ
プ
す
る
こ
と
は
で
き
な（
４２
）

い
。
両
者
が
夫
婦
や
恋
人
同
士
と
い
う
関
係
に
あ
れ
ば
そ
れ
は
レ
イ
プ
で
は
な
く
、

単
に
個
人
的
な
事
柄
と
な
る
の
で
あ（
４３
）

る
。
ま
た
、
何
を
同
意
と
す
る
か
は
女
性
の
視
点
で
は
な
く
、
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
。

例
え
ば
初
め
て
出
会
っ
た
男
性
の
車
に
乗
っ
た
り
、
男
性
の
と
こ
ろ
に
泊
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
は
、
セ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
同
意
が

あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
る
傾
向
が
強（
４４
）

い
。
こ
の
男
性
の
視
点
は
社
会
的
に
通
常
で
あ
る(reason

able)

と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
視
点
か
ら
は
、
法
が
私
的
領
域
に
介
入
す
る
か
ど
う
か
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
よ
り
問
題
な

の
は
、
セ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
同
意
が
不
平
等
の
中
で
行
わ
れ
、
法
も
ま
た
男
性
の
「
通
常
の
」
視
点
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
、
適
用
さ
れ

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
特
に
重
大
な
の
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
法
が
、
男
女
の
不
平
等
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
異
な
る
現
実
が
あ
る
こ
と

に
目
を
向
け
ず
、
た
っ
た
一
つ
の
客
観
的
な
現
実
を
想
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
（
客
観
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
男
性
の
視
点
か
ら
判
断

す
る
こ
と
で
あ
る
。
男
女
は
平
等
に
性
的
な
自
己
決
定
権
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
法
は
、
レ
イ
プ
す
る
「
意
図
」
の
な
か
っ
た

「
無
実
」
の
男
性
の
視
点
か
ら
、
た
っ
た
一
つ
の
「
現
実
」
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
が
精
神
的
・
物
理
的
な
意
味
で
権
力

の
格
差
は
な
か
っ
た
か
、
女
性
は
本
当
に
同
意
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
私
的
領
域
は
選
択
の
場
と
い
う
社
会
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る（
４５
）

が
、
そ
の
選
択
自
体
が
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

決
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
検
討
を
加
え
な
い
し
、
ま
た
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
な
い
。
な
ぜ
な

ら
法
は
中
立
で
あ
り
、
私
的
領
域
に
お
け
る
個
人
の
自
己
決
定
に
は
介
入
し
な
い
と
い
う
建
前
を
と
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え

ば
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
の
子
供
を
産
む
／
産
ま
な
い
権
利
は
、
実
際
に
金
銭
的
に
余
裕
が
あ
り
、
さ
ら
に
夫
や
恋
人
、
両
親

の
期
待
や
関
係
を
振
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
女
性
だ
け
に
可
能
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う（
４６
）

か
。
ま
た
、
日
本
の
よ
う
な
、
結
婚

法と主体の可能性

（阪大法学）５４（５―６１）１２３７〔２００５．１〕



あ
る
い
は
出
産
を
機
に
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
は
専
業
主
婦
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
賃
金
を
得
る
こ
と
よ
り
も
家
庭
役
割
を
重
視

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
、
経
済
的
条
件
の
た
め
、
子
供
の
た
め
、
ま
た
は
自
信
の
欠
如
の
た
め
、
ど
れ

だ
け
の
女
性
が
離
婚
と
い
う
選
択
肢
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
己
主
張
よ
り
も
他
者
へ
の
思
い
や
り
を
重
視
す
る
よ
う

育
て
ら
れ
、
私
の
選
択
が
私
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
他
者
の
意
向
で
も
あ
る
場
合
、
ど
れ
だ
け
の
女
性
が
人
工
妊
娠
中
絶
を
、
妊
娠

を
、
あ
る
い
は
離
婚
を
、
本
当
の
自
己
決
定
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（
４７
）

か
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
が
公
私
二
元
論
批
判
の
中
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
純
に
私
的
領
域
に
政
府
の
介
入
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
彼
女
は
私
的
領
域
の
中
で
自
己
決
定
す
る
個
人
と
い
う
想
定
そ
れ
自
体
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
、
リ
ベ
ラ
ル
な
法

に
お
け
る
自
己
決
定
、
中
立
性
、
責
任
と
い
う
概
念
で
は
集
団
と
し
て
の
女
性
が
集
団
と
し
て
の
男
性
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
状
況
を
変

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
性
差
別
が
目
に
見
え
る
形
で
存
在
し
て
い
る
と
き
に
は
、
形
式
的
平
等
と
法

の
支
配
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
戦
略
は
、
そ
れ
ま
で
排
除
さ
れ
て
き
た
参
政
権
や
市
民
権
、
教
育
や
職
業
へ
の
平
等
の
ア
ク
セ
ス
を

主
張
す
る
た
め
に
極
め
て
有
効
で
あ
っ（
４８
）

た
。
し
か
し
、
目
に
見
え
る
差
別
が
取
り
除
か
れ
、
法
的
権
利
が
達
成
さ
れ
た
現
在
に
お
い
て
、

単
に
自
己
決
定
を
尊
重
す
る
た
め
の
私
的
領
域
へ
の
介
入
だ
け
で
は
何
も
解
決
し
な
い
。
自
己
決
定
自
体
が
権
力
格
差
の
中
で
行
わ
れ
、

選
択
肢
の
範
囲
も
社
会
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
、
ま
た
法
も
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
構
成
、
解
釈
、
適
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
抽

象
的
な
自
律
的
個
人
を
想
定
し
、
基
本
的
に
自
己
決
定
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
法
介
入
で
は
、
社
会
的
に
深
く
構
築
さ
れ
る
と
同
時
に

そ
の
社
会
的
構
築
に
も
荷
担
し
て
い
る
女
性
を
取
り
巻
く
性
差
別
の
構
造
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
構
造
的
差
別
と
の
闘
い
―
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
法
（fem

in
ist

law
）

マ
ッ
キ
ノ
ン
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
女
性
は
、
現
在
の
家
父
長
制
下
で
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
欲
望
す
ら
も
構

築
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
男
性
支
配
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
、
男
性
の
視
点
を
反
映
し
、
中
立
性
を
装
っ
て
い
る

論 説
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国
家
や
法
が
男
性
権
力
を
支
え
て
い
る
か
ら
で
あ（
４９
）

る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ
ら
ず
人
格
は
平
等
で
あ
る
と
し
、
社
会
は
政
府
が
介
入

し
な
く
て
も
自
由
で
平
等
で
あ
る
と
い
う
法
の
中
立
性
は
、
憲
法
に
お
い
て
抑
制
の
規
約
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
政
府
の
干

渉
か
ら
自
由
な
の
は
、
す
で
に
社
会
的
平
等
、
自
由
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
言
論
等
の
自
由
を
合
法
的
に
維
持
し
て
い
る
人
び
と
の
み
で

あ
る
。
抑
制
的
な
法
で
は
、
こ
れ
ら
を
持
っ
て
い
な
い
人
び
と
に
対
し
て
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
リ
ベ
ラ
ル
・
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
は

男
性
の
視
点
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
男
性
支
配
を
不
可
視
化
・
正
当
化
す
る
手
段
で
あ
り
、
同
時
に
男
性
の
見
方
を
社
会
に
強
制

す
る
も
の
で
あ（
５０
）

る
。

し
か
し
、
以
上
の
こ
と
は
法
自
体
の
使
用
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
女
性
の
社
会
的
不
平
等
を
是
正

す
る
に
は
、
国
家
が
実
際
的
に
介
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
示
唆
し
、
現
行
法
を
女
性
の
視
点
か
ら
改
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
を

主
張
す（
５１
）

る
。
ま
ず
、
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
・
レ
イ
ジ
ン
グ
に
よ
っ
て
女
性
の
具
体
的
な
現
実
（
Ｄ
Ｖ
、
女
性
の
貧
困
、
強
制
さ
れ
た
依
存
、

社
会
的
評
価
や
賃
金
の
低
い
仕
事
、
少
女
へ
の
性
的
虐
待
、
レ
イ
プ
、
売
春
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
等
）
を
見
極
め
、
そ
し
て
女
性
に
対

す
る
男
性
権
力
が
法
に
お
け
る
権
利
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
女
性
の
犠
牲

の
上
に
擁
護
さ
れ
て
い
る
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
表
現
の
自
由
、
セ
ッ
ク
ス
を
同
意
の
も
の
と
し
て
定
義
し
て
い
る
よ
う
な
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
権
利
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
男
性
の
権
力
を
見
極
め
、
女
性
の
視
点
を
具
体
化
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
法
は
、
中

立
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
現
行
法
が
中
立
で
も
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
が
法
シ
ス
テ
ム
の
正
当
性
を
損
な
う
こ
と

に
は
な
ら
な（
５２
）

い
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
に
よ
る
こ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
法
構
想
は
、
例
え
ば
反
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
条（
５３
）

例
や
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

概
念
化
と
法
理
形
成
に
見
ら
れ
る
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
よ
れ
ば
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
は
女
性
は
何
で
あ
る
か
を
定
義
し
、
女
性
を
沈
黙
さ

せ
る
。
ゆ
え
に
、
女
性
の
表
現
の
自
由
の
た
め
に
は
、
男
性
に
よ
る
表
現
の
自
由
の
濫
用
を
止
め
る
た
め
の
積
極
的
な
法
介
入
が
必
要

法と主体の可能性
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と
な（
５４
）

る
。
ま
た
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
文
脈
で
、
女
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
偽
り
な
も
の
で
な
く
社

会
的
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
に
そ
っ
て
職
業
が
割
り
当
て
ら
れ
、
富
や
権
力
が
男
女
で
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
現
状
を
指
摘
す
る
。

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
経
済
的
不
平
等
と
性
的
不
平
等
が
交
差
す
る
地
点
で
、
男
性
が
女
性
の
希
望
に
反
す
る
性
的
要
求

を
押
し
付
け
る
こ
と
な
の
で
あ（
５５
）

る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
的
な
差
別
を
是
正
す
る
た
め
に
は
、
富
と
権
力
を
再
分
配
す
る
し
か
な（
５６
）

い
。
そ

の
際
に
、
男
性
当
事
者
が
意
識
・
意
図
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

女
性
が
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
そ
の
欲
望
で
さ
え
も
構
築
さ
れ
、
知
ら
な
い
間
に
こ
の
社
会
の
構
造
的
差
別
を
強
化
し
て
い
る
と
い

う
説
明
か
ら
は
、
こ
の
抑
圧
の
状
況
を
ま
ず
顕
に
し
た
上
で
女
性
の
視
点
を
法
に
取
り
込
み
、
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
差
別
的
構
造
の
支

配
者
で
あ
る
男
性
か
ら
権
力
を
奪
い
取
る
し
か
道
は
な
い
。
私
的
な
関
係
に
お
い
て
最
も
よ
く
現
わ
れ
る
こ
の
権
力
構
造
を
分
解
す
る

た
め
に
は
、
当
事
者
の
意
図
や
意
識
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
者
が
こ
の
男
性
支
配
と
女
性
の
従
属
と

い
う
世
界
に
お
い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
戦
略
に
お
い
て
差
別
的
な
社
会
構
造
を
解
体

す
る
た
め
に
は
、
法
と
い
う
統
治
権
力(sovereign

pow
er)

を
持
っ
た
道
具
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

第
三
章

パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

（
一
）
主
体
の
不
在

お
そ
ら
く
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
い
う
名
前
で
あ
る
立
場
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
中
の
様
々
な
立
場
を
概
念
に

よ
っ
て
支
配
す
る
も
の
だ
と
し
て
、
名
づ
け
ら
れ
た
論
者
―
こ
れ
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
も
含
め
―
は
反

論
す
る
と
思
わ
れ
る（
５７
）

が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
金
井
淑
子
に
従
い
、
自
己
、
主
体
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
近
代
思
想
の
基
本

概
念
の
自
明
性
を
疑
い
、
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
等
の
一
般
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
る
社
会
理
論
を
排
除
し
、
個
人
は
ど
こ
ま
で
も

論 説
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言
説
実
践
の
交
錯
す
る
結
び
目
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
理
論
的
立
場
で
あ（
５８
）

る
と
理
解
し
て
お
く
。

そ
れ
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
立
場
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー

は
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ（
５９
）

ル
』
に
お
い
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
想
定
す
る
「
女
性
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て
根
本
的
な
疑
問

を
投
げ
か
け
た
。
バ
ト
ラ
ー
は
行
為
に
先
立
っ
て
そ
の
行
為
の
前
に
自
由
意
志
を
有
す
る
主
体
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ

う
な
能
動
的
で
自
律
的
な
主
体
を
政
治
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
基
礎
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
か
を
問

う
機
会
を
政
治
的
な
領
域
か
ら
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な（
６０
）

る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、
権
力
／
知
に
従
属
す
る
こ
と
で
自
己
が

与
え
ら
れ
る
よ
う
な
主
体
概
念
を
描
き
出
し
た
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
主
体
概
念
を
考
え
る
場
合
も
、
重
要
な
の
は
ど
の
よ
う

に
「
女
性
」
と
い
う
主
体
が
法
的
権（
６１
）

力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
法
的
主
体
は
常
に
排

除
的
実
践
を
と
お
し
て
生
み
出
さ
れ（
６２
）

る
。
法
的
権
力
は
そ
れ
が
単
に
表
象
／
代
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
い
る
も
の
を
実
は

不
可
避
的
に
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
は
「
法
の
前
の
主（
６３
）

体
」
と
い
う
概
念
を
生
み
出
す
が
、
後
に
こ
れ
を
隠
蔽
す
る
。
そ
の

目
的
は
、
言
説
に
よ
る
形
成
物
で
あ
る
「
法
の
前
の
主
体
」
を
自
然
な
前
提
と
し
、
そ
し
て
法
の
規
制
的
な
支
配
を
正
当
化
す
る
も
の

と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
た
め
で
あ
る
。
法
的
権
力
の
こ
の
よ
う
な
産
出
機
能
と
法
制
機
能
に
よ
っ
て
、
主
体
は
事
後
的
に
、
意
志
を

も
っ
た
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
女
性
」
と
い
う
主
体
概
念
は
、「
具
体
的
な
種
々
の
『
女
た
ち
』
が
構
築
さ
れ
る
際
の
文
化
的
、
社
会
的
、
政
治
的
な
交

錯
の
多
様
性
を
、
結
果
的
に
無
視（
６４
）

し
」、
規
範
化
さ
れ
た
「
女
性
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有
を
強
制
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま

り
、
女
性
の
抑
圧
は
家
父
長
制
や
男
性
支
配
に
よ
る
単
一
の
形
態
を
有
す
る
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
想
定
し
て
き
た
普
遍
的
基
礎
は
、

女
性
の
解
放
や
連
帯
を
求
め
る
は
ず
の
政
治
的
行
為
に
排
除
や
強
制
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
主
体
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
、
け
っ
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
の
基
盤
と
し
て
は
な
ら
な（
６５
）

い
」
と
バ
ト
ラ
ー
は
主

法と主体の可能性
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張
す
る
。

行
為
の
起
源
と
し
て
の
主
体
、
つ
ま
り
「
女
性
」
と
い
う
主
体
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
バ
ト
ラ
ー
は
ど
の
よ
う
に
主
体
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
概
念
を
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
バ
ト
ラ
ー
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
、
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
性
的
欲
望
を
首
尾

一
貫
し
た
関
係
と
し
て
維
持
し
て
い
く
実
践
に
よ
っ
て
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
生
み
出
さ
れ
、
強
制
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
表
出
の
背
後
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
そ
の
結
果
で
あ

る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
表
出
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
構
築
さ
れ
る
の
で
あ（
６６
）

る
。
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ

テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
と
い
う
説
明
は
、
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
自
然
と
文
化
の
対
応
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
セ
ッ

ク
ス
を
自
然
の
事
実
、
つ
ま
り
言
説
以
前
の
問
題
と
し
て
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
自
然
の
法
則
と
し
て
作
り
上
げ
ら

れ
た
（
も
う
一
つ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
は
ず
の
）
セ
ッ
ク
ス
は
、
男
女
の
異
な
っ
た
性
的
欲
望
の
基
礎
と
し
て
、
強
制
的
異
性
愛
の

制
度
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自
然
」「
女
性
」
と
同
系
列
に
置
か
れ
る
受
動
的
な
「
身
体
」
が
、「
文
化
」「
男

性
」「
精
神
」
と
い
っ
た
能
動
的
な
も
の
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
支
配
さ
れ
る
と
い
う
観
念
自
体
が
近
代
的
主
体
の
思
考
に
ほ
か

な
ら
な
い
。「
自
然
」「
女
性
」「
身
体
」
は
権
力
を
逃
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
が
権
力
を
逃
れ
た
存
在
で

あ
る
と
い
う
観
念
自
体
が
、
権
力
の
言
説
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ（
６７
）

る
。

バ
ト
ラ
ー
の
理
論
に
お
い
て
、
行
為
に
先
立
ち
、
自
由
意
志
を
行
使
す
る
よ
う
な
主
体
は
存
在
し
な
い
。
言
語
行
為
を
通
じ
て
あ
た

か
も
主
体
が
行
為
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
主
体
は
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
作
り
出
さ
れ
る
。
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

ィ
テ
ィ
と
は
主
体
が
構
築
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
文
化
的
に
是
認
さ
れ
た
行
為
が
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
反
復
さ
れ
る
こ
と
を
基

礎
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
遡
及
的
に
構
築
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
由
な
選
択
で
は
な
く
、
半
ば
強
制
的
な
反
復

・
引
用
な
の
で
あ（
６８
）

る
。
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（
１
）

リ
ベ
ラ
ル
な
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
指
摘
し
た
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
批
判
的
法
学
研
究
（
Ｃ
Ｌ
Ｓ
）
の
仕
事
が
重
要
で
あ
る
。
Ｃ

Ｌ
Ｓ
の
論
文
集
、T

H
E

P
O

L
IT

IC
S

O
F

L
A

W
:

A
P

R
O

G
R

E
S

S
IV

E
C

R
IT

IQ
U

E
(D

avid
K

airys
ed.,1982),

（
松
浦
好
治
・
松
井
茂
記
編
訳

﹇
こ
の
論
文
集
の
一
〇
篇
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
﹈）『
政
治
と
し
て
の
法
―
批
判
的
法
学
入
門
―
』（
風
行
社
、
一
九
九
一
年
）、
特
に
ア
ラ
ン

・
Ｄ
・
フ
リ
ー
マ
ン
に
よ
る
差
別
禁
止
法
に
関
す
る
論
考
を
参
照
。

（
２
）

大
越
愛
子
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
入
門
』（
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
六
年
）
三
三
頁
、
細
谷
実
「
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
江
原
由
美
子

�
金
井
淑
子
編
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』（
新
曜
社
、
一
九
九
七
年
）
三
七
―
六
〇
頁
。
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
に
由
来
す
る
フ

ラ
ン
ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
辻
村
み
よ
子
�
金
城
清
子
『
女
性
の
権
利
の
歴
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
三
〇

―
五
二
頁
。

（
３
）

J
O

H
N

S
T

U
A

R
T

M
IL

L ,
T

h
e

S
u

bjection
of

W
om

en
in

O
N

L
IB

E
R

T
Y

A
N

D
T

H
E

S
U

B
JE

C
T

IO
N

O
F

W
O

M
E

N
(W

ordsw
orth

E
dition

s
L

im
ited

1996)(1869),

（
大
内
兵
衛
�
大
内
節
子
訳
）『
女
性
の
解
放
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
）。

（
４
）

Id
.at

132

（
邦
訳
六
〇
頁
）.

（
５
）

Id
.at

142

（
邦
訳
七
七
頁
）.

（
６
）

公
私
の
区
分
に
は
も
う
一
つ
「
国
家
と
市
民
社
会
」
と
い
う
位
相
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。
こ
の
二
つ
の
二
元
論
に
つ
い
て
は

F
ran

ces
E

.O
lsen

,T
h

e
F

am
ily

an
d

th
e

M
arket:

A
S

tu
d

y
of

Id
eology

an
d

L
egal

R
eform

,96
H

A
R

V .L
.R

E
V .1497

(1983)

を
参
照
。

（
７
）

野
崎
綾
子
『
正
義
・
家
族
・
法
の
構
造
変
換

リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
再
定
位
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
六
頁
。

（
８
）

J
O

H
N

R
A

W
L

S ,A
T

H
E

O
R

Y
O

F
J

U
S

T
IC

E
(1971),

（
矢
島
鈞
次
監
訳
）『
正
義
論
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
九
年
）。

（
９
）

S
U

S
A

N
M

O
L

L
E

R
O

K
IN

,J
U

S
T

IC
E ,G

E
N

D
E

R
A

N
D

T
H

E
F

A
M

IL
Y ,ch

.5
(1989).

（
１０
）

Id
.at

101.

（
１１
）

Id
.at

91.

オ
ー
キ
ン
は
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
同
趣
旨
の
主
張
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。Joh

n
R

aw
ls,F

airn
ess

to
G

ood
n

ess,in

84
P

H
IL .R

E
V .536,537

(1975).

（
１２
）

R
A

W
L

S ,A
T

H
E

O
R

Y
O

F
J

U
S

T
IC

E ,su
pra

n
ote

8,at
137

（
邦
訳
一
〇
六
頁
）.

（
１３
）

妊
娠
を
休
業
保
険
の
保
障
対
象
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
「
性
別
に
よ
る
」
差
別
に
あ
た
ら
な
い
と
判
断
し
た
最
高
裁
の
判
例(G

en
eral

法と主体の可能性
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E
lectric

v.G
ilbert,429

U
.S

.125,136
(1976))

を
例
に
と
り
、
オ
ー
キ
ン
は
妊
娠
す
る
人
間
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
考
慮
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
正
義
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。O

K
IN

,su
pra

n
ote

9,at
102.

（
１４
）

Id
.at

107

（
強
調
は
原
著
者
）.

（
１５
）

Id
.at

128
;

N
IC

O
L

A
L

A
C

E
Y ,T

h
eory

in
to

P
ractice?

P
orn

ograph
y

an
d

th
e

P
u

blic/P
rivate

D
ich

otom
y,in

U
N

S
P

E
A

K
-

A
B

L
E

S
U

B
JE

C
T

S
:

F
E

M
IN

IS
T

E
S

S
A

Y
S

IN
L

E
G

A
L

A
N

D
S

O
C

IA
L

T
H

E
O

R
Y

81

―82,
86

(1998);
IR

IS
M

A
R

IO
N

Y
O

U
N

G
,

J
U

S
T

IC
E

A
N

D
T

H
E

P
O

L
IT

IC
S

O
F

D
IF

F
E

R
E

N
C

E
119

―120
(1990);

C
A

R
O

L
P

A
T

E
M

A
N

,T
H

E
D

IS
O

R
D

E
R

O
F

W
O

M
E

N
121

―122
(1989).

（
１６
）

野
崎
・
前
掲
注
（
７
）・
六
五
―
六
六
頁
。

（
１７
）

女
性
の
選
択
が
成
長
の
早
い
時
期
か
ら
社
会
的
な
期
待
や
条
件
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、M

IL
L ,su

pra
n

ote

3,at
130

―131

（
邦
訳
五
七
―
五
九
頁
）;

O
K

IN
,su

pra
n

ote
9,at

142

―143

を
参
照
。
ま
た
家
庭
に
お
け
る
無
償
労
働
を
引
き
受
け

る
女
性
の
選
択
が
し
ば
し
ば
合
理
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
てId

.at
132.

（
１８
）

M
A

R
T

H
A

C
.N

U
S

S
B

A
U

M
,S

E
X

A
N

D
S

O
C

IA
L

J
U

S
T

IC
E

57
(1999).

（
１９
）

住
友
セ
メ
ン
ト
結
婚
退
職
制
事
件
判
決
（
東
京
地
判
一
九
六
六
・
一
二
・
二
〇
判
時
四
六
七
号
二
六
頁
）、
日
産
自
動
車
男
女
別
定
年
制

事
件
判
決
（
最
判
一
九
八
一
・
三
・
二
四
民
集
三
五
巻
二
号
三
〇
〇
頁
）。

（
２０
）

O
K

IN
,su

pra
n

ote
9,at

175

―183.

（
２１
）

M
arth

a
M

in
ow

&
M

ary
L

yn
don

S
h

an
ley,R

evision
in

g
th

e
F

am
ily

:
R

elation
alR

igh
ts

an
d

R
espon

sibilities,in
R

E -

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IN

G
P

O
L

IT
IC

A
L

T
H

E
O

R
Y

:
F

E
M

IN
IS

T
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

E
S

(M
ary

L
yn

don
S

h
an

ley
an

d
U

m
a

N
arayan

eds.,1997).

（
２２
）

野
崎
・
前
掲
注
（
７
）・
一
〇
七
―
一
四
二
頁
。

（
２３
）

野
崎
・
前
掲
注
（
７
）・
一
一
一
頁
。

（
２４
）

C
A

T
H

A
R

IN
E

A
.M

A
C K

IN
N

O
N

,T
O

W
A

R
D

A
F

E
M

IN
IS

T
T

H
E

O
R

Y
O

F
T

H
E

S
T

A
T

E
45

―47
(1989)[h

erein
after

cited
as

T
F

].

（
２５
）

マ
ッ
キ
ノ
ン
は
こ
の
こ
と
を
「
男
が
女
を
フ
ァ
ッ
ク
す
る：
主
語
、
動
詞
、
目
的
語(M

an
fu

cks
w

om
an

;
su

bject
verb

object)

」
と
い
う
挑
発
的
な
表
現
で
語
っ
て
い
る
。Id

.at
124.

（
２６
）

Id
.at

219.

（
２７
）

Id
.at

125.

論 説
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（
２８
）

Id
.at

162

―163.

（
２９
）

Id
.at

51.
（
３０
）

Id
.at

94.
（
３１
）

ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
体
像
は
、
そ
の
政
治
的
帰
結
は
と
も
か
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
描
く
主
体
像
に
近
い
。

M
IC

H
A

E
L

J.S
A

N
D

E
L ,L

IB
E

R
A

L
IS

M
A

N
D

T
H

E
L

IM
IT

S
O

F
J

U
S

T
IC

E
(2

d
ed.1998),

（
菊
池
理
夫
訳
）『
自
由
主
義
と
正
義
の
限
界
』

（
三
嶺
書
房
、
一
九
九
二
年
）;

A
L

A
S

D
A

IR
M

A
C IN

T
Y

R
E ,A

F
T

E
R

V
IR

T
U

E
(2

d
ed.1984),

（
篠
崎
榮
訳
）『
美
徳
な
き
時
代
』（
み
す
ず

書
房
、
一
九
九
三
年
）。
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
は
ロ
ー
ル
ズ
の
主
体
を
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
所
有
し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
利

益
、
目
的
、
他
者
と
の
関
係
か
ら
独
立
し
た
「
負
荷
な
き
自
己(u

n
en

cu
m

bered
self)

」
と
し
て
批
判
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
所
有
物
の

中
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
主
体
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
切
り
離
さ
れ
う
る
主
体
で
あ
る
。
サ
ン
デ
ル
は
、

主
体
は
こ
れ
ら
の
属
性
か
ら
切
り
離
し
得
な
い
と
主
張
し
た
が
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
も
主
体
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
切
り
離
し
得
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
自
己
の
物
語
は
諸
共
同
体
の
大
き
な
物
語
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
言
う
と

き
、
こ
の
自
己
は
共
同
体
の
歴
史
の
中
で
意
味
づ
け
さ
れ
て
き
た
性
別
に
基
づ
く
役
割
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
意
味
を
背
負
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
善
き
生
を
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
そ
の
伝
統
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、「
女
性
と
し
て
」
の
善
き
生
は
そ
の
社
会
の
伝
統
の
中
で
少
な
か
ら
ず
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上

言
及
で
き
な
い
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
関
係
を
論
じ
た
文
献
と
し
てE

L
IZ

A
B

E
T

H
F

R
A

Z
E

R
&

N
IC

O
L

A

L
A

C
E

Y ,T
H

E
P

O
L

IT
IC

S
O

F
C

O
M

M
U

N
IT

Y
:

A
F

E
M

IN
IS

T
C

R
IT

IQ
U

E
O

F
T

H
E

L
IB

E
R

A
L -C

O
M

M
U

N
IT

A
R

IA
N

D
E

B
A

T
E ,esp.ch

s.4,5

(1993)

を
挙
げ
て
お
く
。

（
３２
）

L
A

C
E

Y ,su
pra

n
ote

15,at
77.

（
３３
）

異
性
愛
、
同
性
愛
を
問
わ
ず
、
親
密
な
関
係
に
お
い
て
男
性
が
被
害
者
に
、
ま
た
女
性
が
加
害
者
に
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
問
題
に
は
触
れ
な
い
。

（
３４
）

ラ
デ
ィ
カ
・
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
（V

A
W

W
-N

E
T

ジ
ャ
パ
ン
翻
訳
チ
ー
ム
訳
）『
国
連
人
権
委
員
会
特
別
報
告
者
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
最
終
報

告
書

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
め
ぐ
る
一
〇
年
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
頁
。

（
３５
）

「
夫
（
恋
人
）
か
ら
の
暴
力
」
調
査
研
究
会
『
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
〔
新
装
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
一
二
―

法と主体の可能性
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一
三
頁
。
日
本
に
お
い
て
も
二
〇
〇
一
年
四
月
に
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
、
同
年
一

〇
月
に
施
行
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
改
正
前
の
も
の
で
あ
る
が
同
法
に
つ
い
て
は
、
戒
能
民
江
編
『
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
法
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（
３６
）

Ｄ
Ｖ
と
法
に
関
す
る
文
献
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
てM

arth
a

M
ah

on
ey,L

egal
Im

ages
of

B
attered

W
om

en
:

R
ed

efin
in

g
th

e
Issu

e
of

S
eparation

,
90

M
IC

H
.L

.R
E

V .
1

(1991);
L

in
da

M
ills,

K
illin

g
H

er
S

oftly
:

In
tim

ate

A
bu

se
an

d
th

e
V

iolen
ce

ofS
tate

In
terven

tion
,113

H
A

R
V .L

.R
E

V .550
(1999)

の
二
つ
を
挙
げ
て
お
く
。

（
３７
）

M
A

C K
IN

N
O

N
,T

F
,su

pra
n

ote
24,ch

.9.

（
３８
）

Id
.at

177.

（
３９
）

C
A

T
H

A
R

IN
E

A
.M

A
C K

IN
N

O
N

,O
N

L
Y

W
O

R
D

S
5,9

(1993),

（
柿
本
和
代
訳
）『
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
「
平
等
権
」
と
「
表
現
の
自

由
」
の
間
で
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
五
年
）
二
二
、
二
六
頁
。

（
４０
）

C
A

T
H

A
R

IN
E

A
.M

A
C K

IN
N

O
N

,N
ot

a
M

oral
Issu

e,
in

F
E

M
IN

IS
M

U
N

M
O

D
IF

IE
D

:
D

IS
C

O
U

R
S

E
S

O
N

L
IF

E
A

N
D

L
A

W
148

(1987),

（
奥
田
暁
子
他
訳
）『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
表
現
の
自
由
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
三
年
）
二
四
七
頁;

A
n

drea
D

w
orkin

,A
gain

st

M
ale

F
lood

,8
H

A
R

V .W
O

M
E

N
’S

L
.J.1,12

(1985).

（
４１
）

日
本
の
刑
法
第
一
七
七
条
の
強
姦
罪
規
定
に
お
い
て
、「
暴
行
又
は
脅
迫
」
は
強
姦
罪
の
成
立
要
件
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
程
度

に
つ
い
て
は
、「
相
手
方
の
反
抗
を
い
ち
じ
る
し
く
困
難
に
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
そ
れ
で
足
り
る
」
と
し
た
一
九

四
九
年
の
最
高
裁
判
決
が
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
（
最
判
一
九
四
九
・
五
・
一
〇
刑
集
三
巻
六
号
七
一
一
頁
）。
た
だ
し
、

こ
の
基
準
は
、
恐
怖
の
あ
ま
り
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
被
害
者
は
「
同
意
し
た
」
こ
と
に
な
り
、「
同
意
し
た
」
と
み
な
さ
れ
な
い
た
め
に
は

身
体
に
相
当
の
傷
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
第
二
東
京
弁
護
士
会

司
法
改
革
推
進
二
弁
本
部
ジ
ェ
ン
ダ
ー
部
会
司
法
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
諮
問
会
議
編
『
事
例
で
学
ぶ
司
法
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

バ
イ
ア
ス
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
一
頁
。

（
４２
）

筆
者
は
別
稿
で
、
年
齢
と
「
貞
淑
さ(ch

astity)

」
に
よ
っ
て
女
性
の
取
り
扱
い
が
法
的
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
援
助
交

際
を
題
材
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。T

su
basa

W
akabayash

i,E
n

jokosai
in

J
apan

:
R

eth
in

kin
g

th
e

D
u

al
Im

age
of

P
rosti-

tu
tes

in
J

apan
ese

an
d

A
m

erican
L

aw
,13

U
C

L
A

W
O

M
E

N
’S

L
.J.143

(2003).

援
助
交
際
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
一
九
九
九
年
に

論 説
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制
定
、
施
行
さ
れ
た
「
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
お
い
て
、
一
八
歳
未
満

の
児
童
は
た
と
え
自
発
的
に
援
助
交
際
を
行
っ
て
い
て
も
処
罰
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
園
田
寿
『
解
説

児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ

処
罰
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
４３
）

日
本
に
お
い
て
、
法
律
上
有
効
な
結
婚
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、
夫
は
妻
に
対
し
性
交
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
の
で
、
夫
婦
間
の
強
姦

は
成
立
し
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
一
九
八
七
年
に
広
島
高
裁
が
夫
婦
間
の
強
姦
罪
を
認
め
て
以
来
（
た
だ
し
こ
の

ケ
ー
ス
は
婚
姻
関
係
が
事
実
上
破
綻
し
て
い
た
状
態
で
夫
が
友
人
と
と
も
に
妻
を
輪
姦
し
た
と
い
う
特
殊
な
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

広
島
高
松
江
支
判
一
九
八
七
・
六
・
一
八
高
刑
集
四
〇
巻
一
号
七
一
頁
）、
刑
法
に
お
い
て
夫
婦
間
強
姦
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
発
に
な
る

が
、
通
説
は
い
ま
だ
に
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
高
島
智
世
「
国
家
に
よ
る
性
規
制
の
論
理
と
性
的
自
己
決
定
権
―
夫
婦
間
強
姦
に

か
ん
す
る
議
論
を
め
ぐ
っ
て
」
江
原
由
美
子
編
『
性
・
暴
力
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
）
一
七
四
―
一
七
五
頁
、
第
二

東
京
弁
護
士
会
・
前
掲
注
（
４１
）・
一
四
三
頁
。

（
４４
）

東
京
地
判
一
九
九
四
・
一
二
・
一
六
判
時
一
五
六
二
号
一
四
一
頁
、
東
京
地
判
一
九
六
〇
・
一
二
・
二
二
判
決
特
報
一
一
七
号
六
五
五
頁
等
。

（
４５
）

M
A

C K
IN

N
O

N
,T

F
,su

pra
n

ote
24,at

191.

（
４６
）

江
原
由
美
子
『
自
己
決
定
権
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）。
江
原
は
自
己
決
定
と
い
う
こ
と
で
人
工
妊
娠
中
絶
や
不

妊
治
療
が
、
男
性
や
周
囲
の
人
々
、
社
会
や
国
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
六
〇
―
六
一
頁
。

（
４７
）

柘
植
あ
づ
み
「
生
殖
医
学
と
女
・
か
ら
だ
」
竹
村
和
子
編
『�
ポ
ス
ト
�
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
三
年
）
五
九
頁
。

（
４８
）

F
R

A
Z

E
R

&
L

A
C

E
Y ,su

pra
n

ote
31,at

79.

（
４９
）

M
A

C K
IN

N
O

N
,T

F
,su

pra
n

ote
24,at

162

―163.

（
５０
）

Id
.at

237.

（
５１
）

Id
.at

244.

（
５２
）

Id
.at

249.

（
５３
）

筆
者
は
別
稿
で
、
反
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
条
例
と
そ
の
法
理
論
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
。
拙
稿
「
言
葉
の
力
―
差
別
的
表
現
・
法
・

法
理
論

―
批
判
的
人
種
理
論
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
と
法
実
践
（
一
）（
二
・
完
）」
阪
大
法
学
五
二
巻
六
号
・
五
三
巻
二
号
（
二
〇
〇

三
年
）
参
照
。

法と主体の可能性
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（
５４
）

M
A

C K
IN

N
O

N
,T

F
,su

pra
n

ote
24,at

247
;

M
A

C K
IN

N
O

N
,N

ota
M

oralIssu
e,su

pra
n

ote
40,at

158

（
邦
訳
二
六
五
頁
）.

（
５５
）

C
A

T
H

A
R

IN
E

A
.M

A
C K

IN
N

O
N

,S
E

X
U

A
L

H
A

R
A

S
S

M
E

N
T

O
F

W
O

R
K

IN
G

W
O

M
E

N
1

(1979),

（
志
田
昇
他
訳
）『
セ
ク
シ
ャ
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

オ
ブ

ワ
ー
キ
ン
グ
・
ウ
ィ
メ
ン
』（
こ
う
ち
書
房
、
一
九
九
九
年
）
二
六
頁
。

（
５６
）

Id
.at

127

（
邦
訳
二
〇
三
頁
）.

（
５７
）

J
U

D
IT

H
B

U
T

L
E

R ,C
on

tin
gen

t
F

ou
n

d
ation

s
:

F
em

in
ism

an
d

th
e

Q
u

estion
of“P

ostm
od

ern
ism

,”
in

S
E

Y
L

A
B

E
N

H
A

B
IB

E
T

A
L .,F

E
M

IN
IS

T
C

O
N

T
E

N
T

IO
N

S
:

A
P

H
IL

O
S

O
P

H
IC

A
L

E
X

C
H

A
N

G
E

35,38
(1995).

（
５８
）

金
井
淑
子
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
・
前
掲
注
（
２
）『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
・
一
七
五
頁
。

（
５９
）

J
U

D
IT

H
B

U
T

L
E

R
,

G
E

N
D

E
R

T
R

O
U

B
L

E
:

F
E

M
IN

IS
M

A
N

D
T

H
E

S
U

B
V

E
R

S
IO

N
O

F
ID

E
N

T
IT

Y
(1999

)
(1990

)
[h

erein
after

cited
as

G
T

],

（
竹
村
和
子
訳
）『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
』（
青
土
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
６０
）

岡
野
八
代
「
主
体
な
き
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
可
能
か
」
現
代
思
想
二
八
巻
一
四
号
﹇
特
集
�
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
﹈（
二
〇
〇
〇
年
）

一
七
六
頁
。

（
６１
）

こ
こ
で
の
バ
ト
ラ
ー
の
法
を
、
岡
野
に
よ
る
説
明
に
従
っ
て
、
実
定
法
だ
け
で
な
く
、
言
語
、
社
会
慣
習
等
を
含
ん
だ
広
い
意
味
で
の

法
、
す
な
わ
ち
文
化
の
法
・
規
範
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。
岡
野
・
前
掲
注
（
６０
）・
一
七
二
頁
。

（
６２
）

B
U

T
L

E
R ,G

T
,su

pra
n

ote
59,at

5
（
邦
訳
二
一
頁
）.

（
６３
）

こ
の
「
法
の
前
の
主
体
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
バ
ト
ラ
ー
は
デ
リ
ダ
に
よ
る
カ
フ
カ
の
『
掟
の
門
前
』
を
引
用
し
て
い
る
。
ジ
ャ

ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（
三
浦
信
孝
訳
）『
カ
フ
カ
論
「
掟
の
門
前
」
を
め
ぐ
っ
て
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
六
年
）。
ま
た
バ
ト
ラ
ー
に
お
け
る

「
法
の
前
の
主
体
」
に
つ
い
て
、
岡
野
・
前
掲
注
（
６０
）・
一
七
九
―
一
八
二
頁
。

（
６４
）

B
U

T
L

E
R ,G

T
,su

pra
n

ote
59,at

19

―20

（
邦
訳
四
一
頁
）.

（
６５
）

Id
.at

9

（
邦
訳
二
六
頁
）.

（
６６
）

Id
.at

33

（
邦
訳
五
八
―
五
九
頁
）.

（
６７
）

大
貫
敦
子
「
名
づ
け
／
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
／
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

批
判
の
特
権
性
と
独
断
性
を
切
り
崩
す
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
」

・
前
掲
注
（
６０
）
書
・
一
六
六
頁
。

（
６８
）

伊
野
真
一
「
主
体
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー

バ
ト
ラ
ー
理
論
の
再
検
討
」
・
前
掲
注
（
６０
）
書
・
二
四
八
頁
。
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